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令和７年２月６日 

長 野 県 司 法 書 士 会  

 

事 業 報 告 書  

 

１ 相談会名 

 「司法書士による年末困りごと相談会」 

 

２ 開催日時及び場所等 

  令和６年１２月２１日（土） １０：００～１６：００ 

（１）電話相談 

（２）面談相談 

・長野会場  長野市生涯学習センター（TOiGO WEST）３階 第２学習室 

       （長野市大字鶴賀問御所町１２７１番地３） 

・松本会場  松本市勤労者福祉センター ３階 ３－３会議室 

       （松本市中央４丁目７番２６号） 

 

 

３ 開催趣旨 

 年の瀬になると、お金のこと、仕事のこと、家族のことなど、日常生活の様々な

悩みを身近な人と話し合う機会が多くなります。とりわけ経済的困窮者にとっては、

年末年始の間、役所などの窓口が何日も利用できなくなることにより、寒さの中で

ますます深刻な困窮状態に陥りかねないため、事前に必要な支援につなげることが

強く望まれます。 

 そこで、経済的困窮を初めとした市民の皆様の幅広い相談に司法書士が親身に応

えることで、一人でも多くの方に気持ちよく新年を迎えていただきたいという趣旨

で、本相談会を企画しました。 
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４ 相談件数 

  合計 ３６件 

（電話相談９件・面談相談２７件｟長野会場６件・松本会場２１件｠） 

 内訳 

 （１）性別 

男性 １４名  女性 ２２名  無回答 ０名 

 

 

 （２）年齢 

２０代 ０名  ３０代 ２名  ４０代 ６名  ５０代 11名 

６０代 ６名  ７０代 ６名  ８０代 ５名  無回答 ０名 

 

  

  

男性 14名

女性 22名

性別

30代 2名

40代 6名

50代 11名60代 6名

70代 6名

80代 5名

年代別
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 （３）職業 

会社員 ９名  パート等  ４名  自営業 ５名 

公務員 ０名  主婦・主夫 ２名  学 生 ０名 

自由業 ２名  無 職    12名  その他 １名 

無回答 １名 

 

 

 

５ 主な相談内容 

○相続、遺産分割、遺言、相続放棄、生前贈与などに関する相談 

○自己又は家族の所有する不動産（土地・建物）の売却・賃貸に関する相談 

○自己又は家族の借金、ローン、クレジットカード、過払金に関する相談 

○成年後見制度に関する相談 

○インターネットトラブル・隣地トラブルに関する相談 

○自己又は家族の離婚に関する相談 

など 

 

６ 実施した感想・コメント・今後の対応 

当会が「年末困りごと」を冠した相談会（電話相談会を含みます。）を行うのは、

平成３１年度（令和元年度）に始まり６回目となりました。 

昨年度はコロナ禍以降初めて、電話相談に加え、長野市内と松本市内に会場を設

けて対面での相談を実施することができました。今年度も昨年度と同様の体制で相

談会を実施したところです。 

相談件数は、昨年度より１３件多い３６件となりました。自治体広報誌や新聞等

による広報が功を奏し、本相談会が県民の皆様に徐々に認知いただいた結果と考え

ております。特に松本会場にでは、開催前に事前の予約枠が全て埋まり、松本地域

会社員 9名

パート等 4名

自営業 5名
主婦・主夫 2名

自由業 2名

無職 12名

その他 1名
無回答 1名

職業別
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での本相談会の浸透度が高いことがうかがえます。 

相談内容について、相続、遺産分割、遺言など相続関係の相談が全体の約４割を

占めました。相続登記申請が義務化され、県民の皆様により多くの関心をいただい

ている結果だと思われます。その他、借金関係・成年後見制度・各種トラブルに関

する相談もありました。年末年始にご家族でお話しになるきっかけにしていただけ

たなら幸いです。 

今後の課題としましては、長野地域や全県に向けた効果的な広報方法・相談件数

増に伴う相談員の確保が挙げられます。 

当会では、今後も関係する団体とも連携を図りつつ、本相談事業を継続して行き

たいと考えています。 


